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(57)【要約】
【課題】超音波画像処理装置において、小さな表示画面
上に大きなサイズをもって超音波画像を表示できるよう
にする。
【解決手段】フレームセット１８は、センターフレーム
２０と、左側サブフレーム２２及び右側サブフレーム２
４と、からなる。センターフレーム２０はメインフレー
ムであり、それは超音波画像として構成されている。左
側サブフレーム２２は被検者情報を表す画像として構成
され、右側サブフレーム２４は計測結果の情報を表す画
像として構成されている。表示対象としてセンターフレ
ーム２０を指定した場合、超音波画像を画面上に大きく
表示することが可能である。その場合、関連情報によっ
て超音波画像の一部が隠されてしまうことはない。表示
対象フレームの切り替えにより関連情報を画面上に表示
させることが可能である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波画像ごとにフレームセットを生成する生成手段と、
　前記フレームセットの中から選択された選択フレームを表示する選択表示機能を有する
表示処理手段と、
　を含み、
　前記フレームセットは、
　前記超音波画像を含んだメインフレームと、
前記超音波画像に関連する少なくとも１つの関連画像を含んだ少なくとも１つのサブフレ
ームと、
を含むことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項２】
　請求項１記載の装置において、
　前記表示処理手段は、前記フレームセットを構成する複数のフレームを重合処理するこ
とにより重合フレームを生成し、その重合フレームを表示する重合表示機能を有する、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の装置において、
　前記表示処理手段は、前記フレームセットを構成する複数のフレームを並べて表示する
並列表示機能を有する、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項４】
　請求項１記載の装置において、
　所定サイズをもった表示エリアを有する表示器を含み、
　前記メインフレームのサイズは前記所定サイズに適合している、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項５】
　請求項４記載の装置において、
　前記サブフレームのサイズは前記メインフレームのサイズと同一である、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項６】
　請求項１記載の装置において、
　前記メインフレームと前記サブフレームは所定方向に並んで物理的に連結されており、
　前記フレームセットは前記超音波画像及び前記少なくなくとも１つの関連画像からなる
拡大画像に相当する、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項７】
　請求項１記載の装置において、
　前記フレームセットは、前記メインフレームと、前記サブフレームとしての第１サブフ
レーム及び第２サブフレームと、を含む、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項８】
　請求項７記載の装置において、
　前記第１サブフレームは、前記メインフレームの右側に設けられつつ前記メインフレー
ムに物理的に連結され、
　前記第２サブフレームは、前記メインフレームの左側に設けられつつ前記メインフレー
ムに物理的に連結された、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項９】
　請求項７記載の装置において、



(3) JP 2015-97687 A 2015.5.28

10

20

30

40

50

前記第１サブフレームは、少なくとも被検者名を含む文字列を表した画像であり、
前記第２サブフレームは、少なくとも計測値を含む文字列を表した画像である、
ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項１０】
　請求項１記載の装置において、
　前記表示処理手段は、前記選択表示機能の実行中においてユーザー操作に応じて前記選
択フレームを切り替える、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項１１】
　請求項１記載の装置において、
　前記表示処理手段は、前記選択表示機能の実行中において当該超音波画像処理装置のス
テータス変更に応じて前記選択フレームを切り替える、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項１２】
　請求項１記載の装置において、
　前記選択フレームに対して保存命令が生じた場合に当該選択フレームを選択的に保存す
る選択保存機能と、前記選択フレームに対して保存命令が生じた場合に当該選択フレーム
を含むフレームセットの全部を保存する全部保存機能と、を有する保存処理手段を含む、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項１３】
　請求項１記載の装置において、
　超音波を送受波するプローブと、
　前記プローブからの信号に基づいて前記超音波画像を形成する画像形成手段と、
　を含み、
　当該超音波画像処理装置は可搬型の超音波診断装置である、
　ことを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項１４】
　超音波画像処理装置において実行され、超音波画像ごとに生成されたフレームセットを
処理するプログラムであって、
前記フレームセットは、
　前記超音波画像を含んだメインフレームと、
　前記超音波画像に関連する少なくとも１つの関連画像を含んだ少なくとも１つのサブフ
レームと、
　を含み、
　当該ブログラムは、
　前記フレームセットを構成する複数のフレームを並べて表示する機能と、
　前記フレームセットの中から選択された選択フレームを表示する機能と、
　を含む、ことを特徴とするプログラム。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は超音波画像処理装置に関し、特に、小型表示器を備えた超音波診断装置等の超
音波画像処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波画像処理装置は、超音波画像に関わる各種の処理を実行する装置であり、その概
念には、超音波診断装置、情報処理装置、等が含まれる。以下においては、超音波診断装
置について説明する。
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【０００３】
　超音波診断装置は、生体に対する超音波の送受波により得られた受信信号に基づいて超
音波画像を形成し、それを表示する医療上の装置である。比較的大きなカート型の超音波
診断装置の他、比較的小さな可搬型の超音波診断装置が知られている（特許文献１，２を
参照）。
【０００４】
可搬型の超音波診断装置は、ノート型装置、携帯型装置、ＨＣＵ（Hand-Carried Unit）
等とも称されている。例えば、携帯電話機、スマートフォンのようなかなり小さい超音波
診断装置も提案されている。そのような超音波診断装置に組み込まれている表示器はかな
り小さなものである。
【０００５】
　超音波診断装置においては、通常、表示画面上に、複数のイメージ（複数のイメージプ
レーン）を合成することにより生成された合成画像が表示される。複数のイメージとして
、超音波画像の他、文字列や図形を含む画像、等があげられる。具体的に説明すると、超
音波画像は、スキャンコンバータにより生成された超音波画像であり、それは例えば白黒
画像としてのＢモード断層画像である。超音波画像に対して重合される画像は、超音波画
像に関連する情報を含む画像であり、それは、患者情報を構成する文字列を表す画像、ア
イコン列を示す操作画像、計測用マーカーを含むグラフィック画像、等である。
【０００６】
以上のような多くの情報を有する表示画像（つまり合成画像）を小さな表示画面に表示す
る場合、超音波画像の周囲に関連情報を表示するためのスペースを確保するならば、超音
波画像を小さく表示する必要がある。この場合、超音波画像の観察上、支障が生じやすい
。一方、超音波画像を大きく表示しながら超音波画像の上に関連情報を表示することも考
えられるが、その場合には超音波画像が部分的に関連情報によって隠されてしまう。関連
情報は、超音波画像を特定したり診断したりする上で参考にすべき情報であるから、それ
を完全に消去してしまうことはできない。
【０００７】
　なお、特許文献３に開示された超音波診断装置においては、表示メモリに格納された超
音波画像から部分画像が切り出され、その部分画像が拡大画像として表示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－３３３５０号公報
【特許文献２】特開２０１０－２３３８９６号公報
【特許文献３】特開２００３－１２６０８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　小型の表示画面上に超音波画像を表示する場合、表示画面全体にわたってできるだけ大
きく超音波画像や関連情報を表示することが望まれる。一方、大型の表示画面上に超音波
画像を表示する場合には、超音波画像を大きなサイズで表示できるから、それと一緒に関
連情報も表示されるのが望ましい。表示画面サイズに適合した表示方法を選択的に適用す
るのが望ましいが、そのような機能は従来の超音波診断装置に搭載されていない。そもそ
も、従来の超音波診断装置において、小型の表示画面に適する表示データフォーマットは
採用されていない。
【００１０】
　本発明の目的は、小型表示画面に大きなサイズで超音波画像を表示できるようにし、且
つ、その小型表示画面に必要に応じて関連情報を表示できるようにすることにある。ある
いは、本発明の目的は、小型表示器及び大型表示器の両者に適合する表示用データフォー
マット及びその取扱いを実現することにある。



(5) JP 2015-97687 A 2015.5.28

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る超音波診断装置は、超音波画像ごとにフレームセットを生成する生成手段
と、前記フレームセットの中から選択された選択フレームを表示する選択表示機能を有す
る表示処理手段と、を含み、前記フレームセットは、前記超音波画像を含んだメインフレ
ームと、前記超音波画像に関連する少なくとも１つの関連画像を含んだ少なくとも１つの
サブフレームと、を含むことを特徴とするものである。
【００１２】
　上記構成によれば、超音波画像ごとに、メインフレームと１又は複数のサブフレームと
からなるフレームセットが生成される。フレーム単位での表示という観点から見た場合、
フレームセットは例えば仮想ウインドウに相当する。その場合、個々のフレームは仮想ウ
インドウを構成する個々のページに相当する。上記構成において、メインフレームは、超
音波画像により構成され、個々のサブフレームは関連情報を表した関連画像により構成さ
れる。すなわち、フレームセットは、物理的にあるいは論理的に相互に関連付けられた複
数の画像からなる画像列である。よって、フレーム単位での処理と、フレームセット単位
での処理と、を使い分けることが可能となる。表示処理において選択表示機能が実行され
た場合、フレームセットの中から選択された選択フレームが表示される。選択フレームを
切り替えれば、表示対象となるフレームを切り替えることが可能である。表示対象をメイ
ンフレームからサブフレームに切り替えれば、今まで表示されていなかった関連情報が現
れる。逆に、表示対象をサブフレームからメインフレームに切り替えれば、超音波画像が
再び現れる。
【００１３】
　以上の構成により、超音波画像の周囲に関連情報を表示するためのスペースを設けるこ
とが必ずしも必要とならないので、表示画面内において超音波画像を大きく表示すること
が可能となる。また、超音波画像と関連情報とを同時に表示する場合において超音波画像
の観察上、関連情報が邪魔になるという問題も回避できる。もっとも、超音波画像の周囲
に生じる空きスペースを利用し、そこに関連情報の一部を表示することは可能である。サ
ブフレームは、基本的に、関連情報が表された画像であり、それはコード列としてのテキ
ストデータそれ自体とは区別されるものである。フレームセットは複数の画像の集合ある
いは画像列に相当する。フレームセットは望ましくは画像転送時の１単位を構成する。望
ましくは、フレーム単位での表示と、フレームセット単位での転送と、が実行される。も
っとも、状況に応じて、処理単位を任意に選択することが可能である。
【００１４】
　望ましくは、表示処理手段は、選択表示機能（選択表示モード）の他、重合表示機能（
重合表示モード）、及び、並列表示機能（並列表示モード）を有する。重合表示機能は、
フレームセットを構成する複数のフレームを重合処理することにより重合フレームを生成
し、その重合フレームを表示するものである。これによれば、全情報を一度に表示できる
。必要に応じて、超音波画像を大きなサイズで表示できる。一方、並列表示機能は、フレ
ームセットを構成する複数のフレームを並べて表示するものである。これによれば、全情
報を一度に表示でき、しかも画像間の重なり合いを防止できる。
【００１５】
　表示器サイズ、より具体的には表示領域のサイズに応じて、表示モードを切り替えるの
が望ましい。例えば、小型表示器に表示用データを送る場合には選択表示モードを選択し
、大型表示器に表示用データを送る場合には並列表示モードを選択するようにしてもよい
。超音波診断装置からパーソナルコンピュータ等の画像処理装置へデータを転送する場合
にはフレームセット単位で転送を行うのが望ましい。そのような構成によれば、データ受
領側での処理の自由度を高められる。
【００１６】
　望ましくは、フレームセットは、物理的に連結された複数のフレームにより構成される
。それは単一の拡大フレームあるいは拡大画像に相当するものである。一方、必要に応じ



(6) JP 2015-97687 A 2015.5.28

10

20

30

40

50

て、フレームセットを、相互に論理的に関連付けられた複数のフレームにより構成しても
よい。その場合、複数のフレームは物理的には連結されておらず、リンクデータにより相
互に関連付けられる。望ましくは、フレームセットを構成する複数のフレームは互いに同
一のサイズ（縦横画素数）を有する。望ましくは、個々のフレームのサイズは、表示エリ
アのサイズに適合する。すなわち、フレームの縦横画素数は、表示エリアの縦横画素数に
一致しており、あるいは、表示エリアの縦横画素数に近いものとして構成される。フレー
ムの縦横比を表示エリアの縦横比に一致又は近似させてもよい。つまり、フレームの形状
を表示エリアの相似形としてもよい。
【００１７】
　望ましくは、フレームセットは、メインフレームと、第１サブフレームと、第２サブフ
レームと、により構成される。その場合、第１サブフレームは、望ましくは、メインフレ
ームの左側に設けられつつメインフレームに物理的に連結される。また、第２サブフレー
ムは、望ましくは、メインフレームの右側に設けられつつメインフレームに物理的に連結
される。センターフレームに表示頻度の高い超音波画像を含めることにより、表示フレー
ムの切り換えに当たって操作性を向上できる。各フレームが縦長の形態を有する場合、複
数のフレームを横方向に連結するのが望ましい。但し、各フレームの形態は横長であって
もよく、また、複数のフレームが縦方向に連結されてもよい。二次元に連結されたフレー
ムアレイも考えられる。
【００１８】
　望ましくは、上記の選択表示機能の実行中において、ユーザー操作に従って選択フレー
ムが切り替えられる。あるいは、超音波画像処理装置のステータスの変更に従って選択フ
レームが切り替えられる。
【００１９】
　保存処理の実行時においては、フレーム単位での保存、フレームセット単位での保存、
等が考えられる。フレーム単位での保存を行う場合、保存対象以外のフレーム情報が保存
されないこと事前にユーザーに確認するのが望ましい。
【００２０】
　本発明に係るプログラムは、超音波画像処理装置において実行され、超音波画像ごとに
生成されたフレームセットを処理するプログラムであって、前記フレームセットは、前記
超音波画像を含んだメインフレームと、前記超音波画像に関連する少なくとも１つの関連
画像を含んだ少なくとも１つのサブフレームと、を含み、当該ブログラムは、前記フレー
ムセットを構成する複数のフレームを並べて表示する機能と、前記フレームセットの中か
ら選択された選択フレームを表示する機能と、を含むものである。このプログラムは、可
搬型の記憶媒体を介して又はネットワークを介して超音波画像処理装置にインストールさ
れる。超音波画像処理装置は、超音波診断装置、パーソナルコンピュータ等である。それ
らは上記プログラムを実行するＣＰＵを備える。
【発明の効果】
【００２１】
本発明によれば、小型表示器に対して大きなサイズで超音波画像を表示でき、且つ、必要
に応じて関連情報を表示できる。あるいは、小型表示器及び大型表示器の両者に適合する
表示用データフォーマット及びその取扱いを実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明に係る超音波画像処理装置としての携帯型超音波診断装置を示す概念図で
ある。
【図２】図１に示した携帯型超音波診断装置のブロック図である。
【図３】複数のフレームからなるフレームセットの第一例を示す図である。
【図４】フレーム選択処理及びフレーム重合処理を示す図である。
【図５】表示エリアの連続的な変更を示す図である。
【図６】ズームエリアの第１例を示す図である。
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【図７】ズームエリアの第２例を示す図である。
【図８】装置姿勢に従う表示形式の変更を説明するための図である。
【図９】保存処理の一例を示す図である。
【図１０】フレームセットの第二例を示す図である。
【図１１】図１０に示したフレームセットについての保存処理を示す図である。
【図１２】ステータスに応じた表示切り替えを説明するための図である。
【図１３】選択フレームと他のフレームの合成を説明するための図である。
【図１４】超音波画像処理装置としての情報処理装置を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
以下、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２４】
　図１には、本発明に係る超音波画像処理装置としての携帯型超音波診断装置の好適な実
施形態が概念図として示されている。携帯型超音波診断装置１０は、医療の分野において
用いられ、生体に対する超音波の送受波により得られた受信信号に基づいて超音波画像を
形成する装置である。携帯型超音波診断装置１０は、検査対象としての被検者に関する情
報を管理する機能、及び、超音波画像上において計測を実行する機能、等を備えている。
【００２５】
　携帯型超音波診断装置１０は、本体１２、表示器１４、及び、プローブ１６を有してい
る。プローブ１６は、本体１２に対してケーブルを介して接続されており、プローブ１６
は複数の振動素子からなるアレイ振動子を有している。アレイ振動子によって超音波ビー
ムが形成され、その超音波ビームは電子的に走査される。これによりビーム走査面が構成
される。超音波の送受波により、ビーム走査面に対応する受信フレームデータが生成され
る。それに基づき超音波画像フレームが生成される。プローブ１６が本体１２に対して無
線によって接続されてもよい。
【００２６】
　本体１２の内部には、各種の電子回路が収容されており、それにはＣＰＵボードが含ま
れる。ＣＰＵ及び動作プログラムによって後述する各種の画像処理が実行される。本体１
２の上面は操作パネルを構成しており、それは例えばトラックボール、各種スイッチ等を
含む。本体１２の内部にはバッテリが収容されている。
【００２７】
　本体１２に対して姿勢可変可能に表示器１４が設けられている。表示器１４は例えば液
晶ディスプレイにより構成される。表示器１４は表示画面１４Ａを有し、そこには超音波
画像等が表示される。図１においては、電子セクタ走査により構成された扇状の形態を有
する白黒Ｂモード断層画像が例示されている。
【００２８】
　本実施形態に係る携帯型超音波診断装置１０では、表示用データとして、複数のフレー
ムからなるフレームセット１８が生成される。フレームセット１８は、本体１２内におけ
る表示メモリ上に生成される。なお、図１においては、符号２８で示されるように、本体
１２内で管理されるフレームセット１８が本体１２の上方に模式的に示されている。
【００２９】
　フレームセット１８は本実施形態において１つの超音波画像フレームごとに生成される
。具体的には、フレームセット１８は、図示の例において、メインフレームとしてのセン
ターフレーム２０、その左側に連結された左側サブフレーム２２、及び、センターフレー
ム２０の右側に連結された右側サブフレーム２４、により構成されている。それぞれのフ
レーム２０，２２，２４は、単独で取り出して処理を行い得るものであり、その観点から
見て、それぞれ単一の画像である。フレームセット１８は、左右方向に並んだ３つの画像
の列に相当している。
【００３０】
　センターフレーム２０は超音波画像により構成されている。超音波画像は、本実施形態
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において、例えば白黒Ｂモード断層画像である。超音波画像には、その他に、カラーフロ
ーマッピング画像、Ｍモード画像、ドプラ画像、三次元超音波画像、等の各種の画像があ
る。センターフレーム２０において、超音波画像の周囲には、本実施形態においてテキス
ト等の情報は存在していない。センターフレーム２０のほぼ全体にわたって大きなサイズ
をもって超音波画像が配置されている。電子セクタ走査で形成された扇状の形態を有する
超音波画像の全部がセンターフレーム２０内に配置されてもよいし、その超音波画像の一
部がセンターフレーム２０内に配置されてもよい。超音波画像の観察を妨げない限りにお
いて、あるいは、画像観察を支援するために、扇状の形態の外側に何らかの情報を表示し
てもよい。
【００３１】
　左側サブフレーム２２は、第１関連情報を含む画像として構成されている。第１関連情
報は本実施形態において被検者情報である。それには、被検者ＩＤ、被検者名、病院名、
検査日時、診断部位、等の各種の情報が含まれる。本実施形態において、左側サブフレー
ム２２及び以下に説明する右側サブフレーム２４はいずれもビットマップイメージである
。もっとも、最終的な表示段階より手前の中間段階においては関連情報をテキストデータ
として管理してもよい。
【００３２】
　右側サブフレーム２４は、第２関連情報を表す画像として構成されている。本実施形態
において、右側サブフレーム２４は、計測結果を表す画像である。例えば、二次元断層画
像上において、距離計測、面積演算等が実行された場合、それらの結果が右側サブフレー
ム２４上において文字列として表示される。そこに図形等が含まれてもよい。
【００３３】
　図１に示す例において、フレームセット１８は、３つのフレーム２０，２２，２４で構
成され、それらは左右方向に相互に物理的に連結されている。フレームセット１８全体と
して単一の画像が構成されている。そのような観点から見て、個々のフレーム２０，２２
，２４はそれぞれ部分画像と言い得る。隣接する２つの部分画像間に境界を明示するライ
ンが含まれていてもよいし、含まれていなくてもよい。後述するように、個々のフレーム
を物理的に分離した状態で管理することも可能である。いずれにしても、超音波画像ごと
に、超音波画像に関連する第１関連情報及び第２関連情報を表す２つのサブフレームが生
成され、それらが超音波画像を含むセンターフレームに対して関連付けられる。
【００３４】
　図１において、符号２６はビューエリアを示している。図１においては、センターフレ
ーム２０に対してビューエリア２６が設定されている。すなわち、表示対象として超音波
画像が選択されている。このような状況においては、図１に示されるように表示画面１４
Ａ上に超音波画像２０Ａが表示される。後に説明するように、フレームを単位としてビュ
ーエリアを切り替えることができ、すなわち表示画面１４Ａ上に、超音波画像２０Ａに代
えて、サブフレームを構成する画像を選択的に表示することが可能である。そのような観
点から見て、フレームセット１８はいわゆる仮想ウインドウに相当するものであり、その
場合において個々のフレームはページに相当する。
【００３５】
以上のように、超音波画像ごとにフレームセット１８を生成することにより、表示画面１
４Ａが小さなエリアであっても、そこに超音波画像を比較的に大きく表示することが可能
である。すなわち、超音波画像の周囲に関連情報を表示するような場合、超音波画像それ
自体のサイズが小さくなってしまう問題があったが、上記構成によれば、そのような制約
は生じないので、表示画面いっぱいに超音波画像を大きく表示することが可能である。ま
た、従来において、超音波画像を大きく表示しようとした場合、関連情報を超音波画像に
重畳して表示させていたが、本実施形態の構成によれば、関連情報がそれ専用のフレーム
によって管理されているので、超音波画像が部分的に関連情報の裏に隠れてしまうといっ
た問題も生じない。しかも、超音波画像に関連する被検者情報や計測結果を参照したい場
合には、表示フレームを切り替えればよく、必要な情報を画面上において確実に視認でき
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る。更に、以下に説明するように、フレームセット１８単位で外部装置への転送や記憶媒
体への記録を行うことが可能であるので、超音波画像及びそれに関連する情報をまとめて
取り扱うことが可能である。
【００３６】
図１には、情報処理装置３２も示されている。この情報処理装置３２は超音波画像処理装
置の一態様である。情報処理装置３２は、図１に示されている例において、ＰＣ本体３４
、表示器３６等を有している。表示器３６の表示画面上には、携帯型超音波診断装置１０
から送られて来たフレームセットが１つの画像１８Ａとして表示されている。以上のよう
に、フレームセット１８としての特別なデータフォーマットを採用することにより、小さ
な表示器においてはフレーム単位での個別表示を実現でき、大きな表示器においてはフレ
ームセット単位での全体表示を実現できる。換言すれば、表示器サイズに適合した多様な
表示方法を選択的に利用できる。
【００３７】
本実施形態においては、携帯型超音波診断装置が示されていたが、もちろんカート式超音
波診断装置に対して上記構成を適用することも可能である。
【００３８】
図２には、図１に示した携帯型超音波診断装置の構成がブロック図として示されている。
以下においては専ら本体１２に含まれる構成について説明する。
【００３９】
送受信部３８は送信ビームフォーマー及び受信ビームフォーマーとして機能するものであ
る。送信時において、送受信部３８は、プローブ１６内のアレイ振動子に対して複数の送
信信号を並列的に供給する。これにより、アレイ振動子において送信ビームが形成される
。受信時において、生体内からの反射波がアレイ振動子で受波されると、アレイ振動子か
ら送受信部３８へ複数の受信信号が出力される。送受信部３８においては複数の受信信号
に対して整相加算処理を実行し、これにより整相加算後の受信信号としてビームデータが
出力される。なお、１つの受信フレームは複数のビームデータにより構成され、各ビーム
データは深さ方向に並ぶ複数のエコーデータにより構成される。
【００４０】
ビームデータ処理部４０は、ビームデータに対して、検波、対数圧縮等の各種の処理を適
用する。このような処理を経たビームデータが画像形成部４２に送られている。
【００４１】
画像形成部４２は、本実施形態においてデジタルスキャンコンバータ（ＤＳＣ）により構
成されており、受信ビームデータに対する座標変換、補間処理等により、超音波画像とし
ての二次元断層画像を形成する。画像形成部４２は、表示器１４における表示フレームレ
ートに従ったタイミングで超音波画像フレームを順次生成する。ここで形成される超音波
画像フレームは図１に示したセンターフレームである。本実施形態において、画像形成部
４２はセンターフレーム生成部である。超音波画像フレームの加工により、つまり事後的
な処理により、センターフレームを構成するようにしてもよい。生成された超音波画像フ
レームは画像処理部４４へ送られている。この画像処理部４４は、本実施形態において、
フレーム列としてのフレームセットを生成する機能、及び、フレームセットを処理する各
種の機能、を備えている。これについては後に詳述する。
【００４２】
符号４６は演算制御部を示しており、具体的には、演算制御部４６はＣＰＵ及び動作プロ
グラムにより構成される。演算制御部４６によって、図２に示されている各構成が制御さ
れる。
【００４３】
演算制御部４６は、左側サブフレーム生成部４８、右側サブフレーム生成部５０、及び、
計測部５２を有している。それらの機能はソフトウェアの機能として実現されている。演
算制御部４６には、入力部５４が接続されている。入力部５４は、操作パネルにより構成
される。また、演算制御部４６には通信部５６が接続されている。この通信部５６は外部
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装置との間で信号の送受信を行うためのものである。左側サブフレーム生成部４８は、図
１に示した左側サブフレームすなわち左側イメージを生成するものであり、本実施形態に
おいては、被検体情報を含む画像として左側サブフレームが生成されている。その画像デ
ータが画像処理部４４へ送られている。右側サブフレーム生成部５０は、右側サブフレー
ムすなわち右側イメージを生成するものであり、本実施形態においては、計測結果を表す
画像として右側サブフレームが生成されている。その画像データは画像処理部４４へ送ら
れている。計測部５２は、ユーザーによる座標指定に基づいて、距離計測、面積演算等を
実行するモジュールである。その計測結果が右側サブフレーム生成部５０へ渡されている
。
【００４４】
本実施形態においては、ビットマップイメージとして左側サブフレーム及び右側サブフレ
ームが画像処理部４４へ送られている。テキストデータ形式でそれらの情報を渡すように
してもよい。その場合においては、画像処理部４４において、テキストデータがビットマ
ップデータに変換される。
【００４５】
次に、画像処理部４４について説明する。画像処理部４４は、入力される複数のフレーム
に対する処理を実行するものである。本実施形態において画像処理部４４はフレームセッ
ト生成機能を有している。具体的には、結合部５８は、３つのフレーム（センターフレー
ム、左側サブフレーム、右側サブフレーム）を左右方向に物理的に連結することにより単
一画像としてのフレームセットを生成している。もっとも、後に説明するように、複数の
フレームの関連付けすなわち紐付けによって、論理的にフレームセットが構成されてもよ
い。
【００４６】
選択部６０は、以上のように生成されたフレームセット中において、ユーザーによりある
いは自動的に処理対象となるフレームが指定された場合、それを選択フレームとして切り
出すモジュールである。例えば、表示処理、保存処理、転送処理等において、特定のフレ
ームだけを処理対象とする場合に、選択部６０による切り出し処理が実行される。後に説
明するように、フレームセット単位で、表示処理、保存処理、記憶処理等を行うことも可
能である。
【００４７】
重合部６２は、フレームセットを構成する３つのフレームを重ね合わせることにより重合
フレームを生成するモジュールである。重合フレームは個々のフレームと同じサイズを有
する。重合フレームによれば、全情報を１つのフレーム内に集約することが可能である。
分離部６４は、物理的に連結された状態にあるフレームセットを元の３つのフレームに分
離するモジュールである。
【００４８】
本実施形態において、フレームセットを構成する３つのフレームは互いに同一のサイズを
有している。すなわち、それぞれのフレームは縦横のデータ数において互いに一致してい
る。各フレームのデータ数は、図１に示した表示器１４における表示画面１４Ａにおける
縦横の画素数に対応しており、具体的には、各フレームの縦横のサイズと表示画面の縦横
のサイズは同一である。ただし、両者が不一致であっても、表示上支障がない限りにおい
て上述した作用効果を得ることが可能である。左側サブフレーム及び右側サブフレームが
センターフレームとは異なるサイズを有していてもよい。
【００４９】
図２において、画像処理部４４は、図示されていない表示メモリを有しており、その表示
メモリに対して３つのフレームを並べて書き込むことにより、単一画像としてのフレーム
セットが構成されている。表示メモリからの読み出し範囲を切り替えることにより、表示
対象フレームが選択される。本実施形態においては、動画像を構成する個々の超音波画像
の生成タイミングで、個々のフレームセットが順次生成される。
【００５０】
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画像記憶部６６は、動画像を記憶する部分である。動画像は複数のフレームセットにより
構成される。もっとも、画像記憶部６６に、個々の画像が単体で記憶されてもよい。その
場合、表示処理、転送処理、記憶処理等のタイミングで画像ごとにフレームセットが生成
される。なお、本実施形態においては、必要に応じて、画像記憶部６６に格納された複数
のフレームセットが演算制御部４６及び通信部５６を介して外部装置に転送される。
【００５１】
図３には、フレームセットに対する処理が概念図として示されている。図３においては時
系列順に並ぶ複数のフレームセット１８が示されている。個々のフレームセット１８は、
上述したように、センターフレーム２０、左側サブフレーム２２及び右側サブフレーム２
４により構成される。本実施形態においては、例えば、ビューエリア２６の指定により、
表示対象フレームを選択することができ、すなわち符号７０で示されるように、フレーム
単位での表示処理等が実行される。フレーム単位での他の処理としては、保存処理、転送
処理、記録処理、印刷処理等が挙げられる。また、符号７２で示されるように、フレーム
セット１８単位での処理を実行させることも可能である。その処理には、表示処理、保存
処理、転送処理、記録処理、印刷処理等が含まれる。このように、状況に応じて、処理単
位を切り換えることが可能である。
【００５２】
図４には、上述した選択処理及び重合処理が概念的に示されている。フレームセット１８
は、複数のフレーム２０，２２，２４により構成される。符号７３で示されるように、３
つのフレーム２０，２２，２４の中から所望の１つのフレームを選択して、それを単独表
示させることが可能である。それが符号７４で示されている。表示対象を３つのフレーム
の中から任意に選択することが可能である。また、本実施形態においては、重合処理機能
が備えられており、その機能を使って重合フレーム７６を作成することも可能である。重
合フレーム７６は、センターフレーム２０上に左側サブフレーム２２及び右側サブフレー
ム２４をオーバーレイ処理することにより生成される。重合フレーム７６においては、超
音波画像上に関連情報が表示され、超音波画像が部分的に隠されてしまう可能性があるも
のの、全ての情報を同じフレーム内に集約できるという利点が得られる。重合フレームを
表示した上で、センターフレームのみを表示して詳細観察を行うことも可能である。
【００５３】
図５には、ビューエリアの連続的な移動が概念的に示されている。フレームセット１８は
３つのフレーム２０，２２，２４により構成されている。これに対してビューエリア２６
が設定される。図５に示す例では、符号７８で示すように、ビューエリア２６が連続的に
横方向に移動している。このような連続的な移動によると、フレーム間における境界が表
示されてしまうものの、フレームセット全体の構成を認識しつつ、必要な部分を観察でき
るという利点が得られる。もっとも、本実施形態においては個々のフレームがそれぞれ独
立しているので、図５に示すような態様を採用すべき必要性は低い。
【００５４】
次に、図６及び図７を用いてズーム処理について説明する。図６に示されるように、フレ
ームセット１８上において、所定の部分に対してズームエリア８０を設定し、そのズーム
エリアの拡大表示を行わせることも可能である。また、図７に示されるように、フレーム
セット１８におけるセンターフレーム２０が複数の超音波画像２０Ａ，２０Ｂを有する場
合、いずれかの超音波画像をズームエリア８２により選択し、その画像だけを拡大表示さ
せることも可能である。
【００５５】
図８には、姿勢変更に伴う表示態様の自動的変更が概念的に示されている。本実施形態に
係る携帯型超音波診断装置において、表示器２０の姿勢を例えば加速度センサ等により検
出し、表示器２０が（Ａ）に示すように正立姿勢にある場合には、超音波画像を示すセン
ターフレームだけを表示画面上に表示し、一方、表示器２０が横倒し姿勢となった場合に
は、（Ｂ）に示すように、フレームセット１８の全部が表示されるようにしてもよい。
【００５６】
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図９には、保存処理の一例が示されている。図９に示す例において、フレームセットは相
互に連携された３つのフレームにより構成されている。（Ａ）に示すように、フレームセ
ット１８において、保存対象が選択される。この場合においては、（Ｂ）に示すように、
保存対象として指定されたセンターフレーム２０の表示像上にポップアップ表示８４を登
場させ、保存対象となった超音波画像に対応付けられた関連情報（特に被検者に関する情
報）を観察者に提示するようにしてもよい。その上で、観察者による所定の操作があった
場合に、（Ｃ）において符号８６で示すように、選択されたフレームを保存処理するよう
にしてもよい。あるいは、（Ｂ）に示す状態において、ユーザーがフレームセット単位で
の保存を選択した場合、符号８８で示されるように、指定されたセンターフレームだけで
はなく、それを含むフレームセット全部を保存処理するようにしてもよい。あるいは、符
号９０で示されるように、重合処理を適用して３つのフレームを重合フレームとして統合
した上でその重合フレームを保存処理するようにしてもよい。
【００５７】
図１０には、フレームセットの第二例が示されている。フレームセット９２は、図１等に
示したフレームセットと同様に、３つのフレーム９４，９６，９８により構成されている
が、フレームセット９２においては、３つのフレーム９４，９６，９８が物理的には繋げ
られておらず、それぞれ独立している。ただし、相互の関係がポインタあるいはリンク１
０２，１０４によって関連付けられている。すなわち、フレームセット９２において、３
つのフレーム９４，９６，９８が論理的に関連付けられている。このようなフレームセッ
ト９２を構成する場合においても、任意のフレームを選択して（符号１００参照）それを
画面上に表示させることが可能である。また、フレームセット単位での転送処理等を行わ
せることが可能である。
【００５８】
具体的には、図１１に示されるように、非連結型のフレームセット９２に対して保存処理
を行う場合、符号１０６で示されるように、選択されたフレームだけを保存してもよいし
、それに代えて、符号１０８で示されるように、３つのフレームを連結して単一の画像化
を図った上で、それを保存するようにしてもよい。更に、符号１１０で示されるように、
３つのフレームを重ね合わせて重合フレームを生成し、それを保存するようにしてもよい
。
【００５９】
図１２には、図１に示した携帯型超音波診断装置における動作の一部がフローチャートと
して示されている。（Ａ）には装置の状態すなわちステータスが示されており、（Ｂ）に
は各ステータスでの表示内容が示されている。本実施形態においては、以下に説明するよ
うに、ステータスに応じて表示内容を自動的に切り替えることが可能である。
【００６０】
Ｓ１０は被検者情報の入力段階を示している。この場合においては、例えば表示画面上に
左側サブクレームすなわち第１関連画像が表示される。第１関連画像上において被検者情
報が入力される。被検者情報の入力が完了すると、Ｓ１２において、超音波診断が開始さ
れる。すなわち超音波の送受波の実行が開始される。それと共に、センターフレームが画
面上に表示される。すなわち、リアルタイム動画像として超音波画像が表示される。その
場合において、表示対象フレームの切り替えは自動的に行われている。
【００６１】
　ユーザーがフリーズ操作を行った上で、Ｓ１４において、計測開始を示す所定の入力を
行うと、センターフレームの内容がフリーズされ、すなわち超音波画像が静止画像として
表示される。それと共に、計測において用いる複数のマーカー等のグラフィック要素が画
面上に表示される。Ｓ１６において、ユーザーにより計測結果の確認を行うための所定の
キーが操作されると、表示対象フレームが右側サブフレームに切替わり、これにより第２
関連画像が表示される。それは計測結果の表示を含むものである。この場合においても、
表示フレームの切り替えは自動的に実行される。Ｓ１８において、ユーザーによりフリー
ズ解除の操作が行われると、超音波の送受信が再開され、それと同時に、表示対象フレー
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ムがセンターフレームに切替わる。すなわち、リアルタイム動画像がセンターフレームと
して表示される。更に、Ｓ１８において、ユーザーが計測結果のレポート（出力）を行う
操作を行った場合、表示フレームがセンターフレームから右側サブフレームに切替わり、
右側サブフレームを通じて出力前に計測結果を確認することが可能である。もっとも、そ
のような表示切り替えを省略することも可能であり、あるいは、レポート段階において重
合フレームを表示させることも可能である。以上のような自動的な表示対象フレーム切り
換えを行うために、ステータスとそれに対応する表示方式とが事前にプリセットデータと
して登録される。
【００６２】
　図１３には、フレーム表示にあたっての、他の情報の合成処理が概念的に示されている
。フレームセット１８において、左側サブフレーム２２を表示する場合、そのフレーム２
２上にアイコン等のグラフィックを有する他のフレーム１１２，１１６を重ね合わせ、そ
れにより得られた重合フレーム１１８を画面上に表示してもよい。同様に、フレーム２０
を表示する場合、それに対して他のフレーム１１２，１１４，１１６を重ね合わせ、それ
により得られた重合フレーム１２０を画面上に表示してもよい。更に、フレーム２４を表
示する場合、それに対して他のフレーム１１２，１１４を重ね合わせ、それにより得られ
た重合フレーム１２２を画面上に表示するようにしてもよい。
【００６３】
　図１４には、図１に示した情報処理装置３２の構成例がブロック図として示されている
。情報処理装置３２は、本体３４を有し、その本体３４は演算部１２４及び記憶部１２６
を有している。演算部１２４はＣＰＵ及び動作プログラムに相当し、それには表示器３６
が接続され、また入力器１３８が接続されている。図１４に示されるように、記憶部１２
６上には、携帯型超音波診断装置から転送された複数のフレームセット１８が格納されて
いる。演算部１２４は、フレーム選択部１３０、分離処理部１３２、結合処理部１３４及
び重合処理部１３６を有している。フレーム選択部１３０は、ユーザーによりあるいは自
動的に処理対象フレームが指定された場合、そのフレームを取り出すものである。分離処
理部１３２は、結合状態にあるフレームセットをフレーム単位で切り離す処理を実行する
ものである。結合処理部１３４は、分離状態にある３つのフレームを相互に連結させるこ
とにより連結型フレームセットを構成するものである。重合処理部１３６は、フレームセ
ットを構成する３つのフレームを合成することにより重合フレームを生成するものである
。本実施形態においては、フレームセット単位でデータの転送が行われているので、事後
的に多様な処理を行うことが可能である。情報処理装置３２においては、比較的大きな表
示器３６が設けられているため、すなわち表示画面サイズが大きいため、フレームセット
全体が一括して表示される。その場合、比較的大きなサイズをもって超音波画像が表示さ
れる。同時に、その超音波画像との関係において同時表示された関連情報を参照できる。
【００６４】
　上記実施形態においては、横方向に３つのフレームが並べられ、それらがフレームセッ
トを構成していた。しかし、フレームセットの態様としては他も考えられる。例えば、２
つのフレームによってフレームセットが構成されてもよい。あるいは４つ以上のフレーム
によってフレームセットが構成されてもよい。本実施形態においては個々のフレームが縦
長の形状を有していたが、個々のフレームが横長の形状を有していてもよい。また縦方向
に複数のフレームが連結されてもよく、あるいは二次元の配列をもって複数のフレームが
連結されてもよい。もっとも、本実施形態によれば、表示頻度が高いセンターフレームが
中央とされ、その両側に関連情報を含む一対のサブフレームが設けられているため、表示
切り替えにあたって操作性を向上できるという利点が得られる。また、それぞれのフレー
ムが縦長の形状を有しており、それらを左右方向に連結したため、フレームセットにおけ
る水平辺と垂直辺の比を一定に抑えられるという利点が得られる。すなわち、各種の表示
画面に適合する画像を構成できるという利点が得られる。ちなみに、ステータスに応じて
表示内容を自動的に切り替えるのではなく、ユーザーによって所望のタイミングで表示フ
レームを変更させてもよい。一方、ユーザーによるフレーム選択を一定の場合に制限する
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ようにしてもよい。本実施形態において、超音波画像を静止画として保存する場合には、
フレームセットが１ファイルを構成する。動画像を保存する場合には時系列順で並ぶ複数
のフレームセットが１ファイルを構成する。個々のフレームセットを１つのファイルとし
て保存した上で、複数のファイルを連続的に読み出すことにより動画像を再生するように
してもよい。
【符号の説明】
【００６５】
　１０　携帯型超音波診断装置、１２　本体、１４　表示器、１６　プローブ、１８　フ
レームセット、２０　センターフレーム（超音波画像フレーム）、２２　左側サブフレー
ム（被検者情報フレーム）、２４　右側サブフレーム（計測結果情報フレーム）。
 

【図１】 【図２】
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